
芦教委専決報告第１号 

 

 

 

専 決 処 分 報 告 

 

 

 

 次の事件は、芦屋市教育委員会委任規則第５条の規定により、別紙のとおり専決処

分したので、教育委員会に報告し、その承認を求める。 

 

 

 

   令和７年４月１７日提出 

 

 

 

芦屋市教育長 野 村 大 祐      

 

 

 

 

記 

 

  芦屋市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について 

 

処分理由 

 

 令和７年４月１日付け組織改正に伴い、規則の一部を改正する必要が生じたが、急

施を要したので専決処分したもの。 
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専決第１号 

 

 

   芦屋市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 

 

 別紙のように、芦屋市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則を制定

することについて、芦屋市教育委員会委任規則第５条の規定により、専決処分する。 

 

 

 

   令和７年４月１日 

 

 

 

芦屋市教育長 野 村 大 祐 
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芦
屋

市
教

育
委

員
会

規
則

第
 

 
号

 

  

芦
屋

市
教

育
委

員
会

事
務

局
事

務
分

掌
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
 

 

  
芦

屋
市

教
育

委
員

会
事

務
局

事
務

分
掌

規
則

（
昭

和
５

０
年

教
育

委
員

会
規

則
第

７
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

中
下

線
又

は
太

枠
の

表
示

部
分

（
以

下
改

正
前

の
欄

に
あ

っ
て

は
「

改
正

前
部

分
」

と
、

改
正

後
の

欄
に

あ
っ

て
は

「
改

正
後

部
分

」
と

い
う

。
）

に
つ

い
て

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
)
 
 
改

正
前

部
分

及
び

そ
れ

に
対

応
す

る
改

正
後

部
分

が
存

在
す

る
と

き
は

、
当

該
改

正
前

部
分

を
当

該
改

正
後

部
分

に
改

め
る

。
 

 
(
2
)
 
 
改

正
前

部
分

の
み

存
在

す
る

と
き

は
、

当
該

改
正

前
部

分
を

削
る

。
 

(
3
)
 
 
改

正
後

部
分

の
み

存
在

す
る

と
き

は
、

当
該

改
正

後
部

分
を

加
え

る
。

 

 

改
正

後
 

改
正

前
 

（
事

務
分

掌
）

 
（

事
務

分
掌

）
 

第
５

条
 

各
組

織
単

位
の

分
掌

す
る

事
務

の
概

要
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。
 
第

５
条

 
各

組
織

単
位

の
分

掌
す

る
事

務
の

概
要

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

教
育

部
 

教
育

部
 

教
育

統
括

室
 

教
育

統
括

室
 

管
理

課
・

教
職

員
課

 
（

略
）

 
管

理
課

・
教

職
員

課
 

（
略

）
 

社
会

教
育

推
進

課
 

社
会

教
育

推
進

課
 

社
会

教
育

推
進

係
 

社
会

教
育

推
進

係
 

(
1
)
～

(
5
)
 

(
略

）
 

 
(
1
)
～

(
5
)
 

(
略

）
 

 

(
6
)
 

地
域

に
お

け
る

社
会

教
育

活
動

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

(
7
)
 

（
略

）
 

(
6
)
 

（
略

）
 

(
8
)
 

（
略

）
 

(
7
)
 
（

略
）

 

(
9
)
 
 
（

略
）

 
(
8
)
 
（

略
）

 

(
1
0
)
 

（
略

）
 

(
9
)
 
（

略
）
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改
正

後
 

改
正

前
 

青
少

年
育

成
課

 
（

略
）

 
青

少
年

育
成

課
 

（
略

）
 

学
校

教
育

室
 

学
校

教
育

室
 

学
校

教
育

課
 

学
校

教
育

課
 

学
校

教
育

係
 

学
校

教
育

係
 

(
1
)
～

(
6
)
 

（
略

）
 

 
(
1
)
～

(
6
)
 

（
略

）
 

 

(
7
)
 

教
科

書
採

択
に

関
す

る
こ

と
。

 
 

(
8
)
 

自
然

学
校

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

(
9
)
 

（
略

）
 

(
7
)
 

（
略

）
 

(
1
0
)
 

（
略

）
 

(
8
)
 

（
略

）
 

(
1
1
)
 

（
略

）
 

(
9
)
 

（
略

）
 

(
1
2
)
 

（
略

）
 

(
1
0
)
 

（
略

）
 

(
1
3
)
 

（
略

）
 

(
1
1
)
 

（
略

）
 

学
校

支
援

課
 

学
校

支
援

課
 

(
1
)
・

(
2
)
 

（
略

）
 

(
1
)
・

(
2
)
 

（
略

）
 

(
3
)
 

ト
ラ

イ
や

る
・

ウ
ィ

ー
ク

に
関

す
る

こ
と

。
 

 

(
4
)
 

（
略

）
 

(
3
)
 

（
略

）
 

(
5
)
 

（
略

）
 

(
4
)
 

（
略

）
 

(
6
)
 
 
（

略
）

 
(
5
)
 

（
略

）
 

(
7
)
 

（
略

）
 

(
6
)
 
 
（

略
）

 

(
8
)
 

（
略

）
 

(
7
)
 

（
略

）
 

 
(
8
)
 

自
然

学
校

及
び

ト
ラ

イ
や

る
・

ウ
ィ

ー
ク

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
9
)
 

（
略

）
 

(
1
0
)
 

部
活

動
の

地
域

展
開

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
9
)
 

（
略

）
 

 

(
1
1
)
 
 
（

略
）

 
(
1
0
)
 
 
（

略
）

 

保
健

安
全

・
特

別
支

援
教

育
課

 
保

健
安

全
・

特
別

支
援

教
育

課
 

(
1
)
・

(
2
)
 

（
略

）
 

(
1
)
・

(
2
)
 

（
略

）
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改
正

後
 

改
正

前
 

 
(
3
)
 

教
科

書
採

択
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 
 

（
略

）
 

(
4
)
 
 

（
略

）
 

(
4
)
 
 

（
略

）
 

(
5
)
 
 

（
略

）
 

(
5
)
 
 

（
略

）
 

(
6
)
 
 

（
略

）
 

(
6
)
 
 

（
略

）
 

(
7
)
 
 

（
略

）
 

学
校

教
育

改
革

推
進

室
 

学
校

教
育

改
革

推
進

室
 

(
1
)
 

学
校

教
育

改
革

施
策

の
企

画
立

案
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
2
)
 

学
校

教
育

改
革

施
策

の
推

進
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
3
)
 

探
究

的
な

学
び

の
推

進
に

係
る

調
整

及
び

進
行

管
理

に
関

す
る

こ

と
。

 

(
4
)
 

部
活

動
地

域
展

開
の

調
整

及
び

進
行

管
理

に
関

す
る

こ
と

。
 

(
5
)
 

教
員

の
働

き
方

改
革

の
調

整
及

び
進

行
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
6
)
 

学
校

と
地

域
と

の
連

携
・

協
働

体
制

の
調

整
及

び
進

行
管

理
に

関
す

る
こ

と
。

 

(
7
)
 

そ
の

他
学

校
教

育
改

革
施

策
の

調
整

及
び

進
行

管
理

に
関

す
る

こ

と
。

 

学
校

教
育

改
革

に
関

す
る

こ
と

。
 

 
 

 

附
 

則
 

 

 
こ

の
規

則
は

、
令

和
７

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。
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